
水道が断水、下水道や浄化槽が破損している場合があります。

不明の場合は、簡易トイレを設置します。



既設トイレが使用できるか確認する

既設トイレが使用できない場合、
簡易組立式トイレの設置場所を決める

組み立てる

表示をつける

備蓄倉庫からトイレを出す



手順③ トイレの設置場所を確認する

手順④ 備蓄倉庫からトイレを搬出する

手順⑥ 男女を掲示する

手順⑦ ルールを掲示する

手順⑧ 使用済品入れを設置する

手順⑨ 灯りを設置する

手順① 既設トイレが使用できるか確認する

手順② 既設トイレの形式を確認する

手順⑤ トイレを組み立てる



手順① 既設トイレが使用できるか確認する

既設トイレが使用できるか確認します。

●既設屋外トイレ位置図を参照



●確認事項①～③まであり

〇確認事項①（一見して判断できるもの）

□ 建物の敷地で大きな亀裂がある。

□ 建物全体が著しく傾斜している。

□ 建物の一部が損壊している。

※確認事項①のいずれかに該当していれば使用禁止

□ 使用禁止 ⇒ 手順３に進む。

□ 該当無し ⇒ 確認事項②に進む。



●被害例

出典：大規模地震発生直後における施設管理者等による建物の緊急点検に係る指針 平成27年2月（内閣府）

建物全体、又は一部が崩壊している。

建物の基礎が崩壊、または基礎がずれている。

建物全体、又は一部が傾斜している。

建物全体、又は一部が傾斜している。



〇確認事項②（建物各部分で判断できるもの）

□ 柱、梁、外壁、屋根組

深いひび割れ、大きなはく離、損傷

□ 床 顕著な傾斜あり

□ 窓、扉 落下、脱落（歪み、割れは使用可）

※確認事項②のいずれかに該当していれば使用禁止

□ 使用禁止 ⇒ 手順３に進む。

□ 該当無し ⇒ 確認事項③に進む。



●被害例

出典：大規模地震発生直後における施設管理者等による建物の緊急点検に係る指針 平成27年2月（内閣府）

鉄筋が曲がり内部コンクリートも崩れ落ちている。

大きなひび割れがある。表面のコンクリート

がはがれ落ちている。

壁の向う側が透けて見えている。



●被害例(危険な場所を避けて、使用可能)

出典：大規模地震発生直後における施設管理者等による建物の緊急点検に係る指針 平成27年2月（内閣府）

窓枠、窓ガラスに歪みやひび割れがある。

モルタルやタイル等にひび割れや剥

離等がみられる。

屋外階段が傾斜、破損している。

外装板材等に隙間や顕著なずれや板

の破壊がみられる。



●確認事項③（不明の場合は使用禁止）

・上水道の確認

□ 避難所付近で断水

□ 手洗いの水が出ない

・下水道もしくは浄化槽の確認

□ 道路で下水があふれている

□ トイレに何度か水を流して、流れが悪い、敷地内

であふれ出る

※確認事項③のいずれかに該当していれば使用禁止

□ 使用禁止(手順２の簡易トイレ設置まで） ⇒ 手順２に進む。

□ 該当無し ⇒ 普段どおり使用する。



手順③ トイレの設置場所を確認する

手順④ 備蓄倉庫からトイレを搬出する

手順⑥ 男女を掲示する

手順⑦ ルールを掲示する

手順⑧ 使用済品入れを設置する

手順⑨ 灯りを設置する

手順① 既設トイレが使用できるか確認する

手順② 既設トイレの形式を確認する

手順⑤ トイレを組み立てる



手順② 既設トイレの形式を確認する

既設トイレの和式、洋式を確認します。

洋式の場合 ⇒ 凝固・衛生袋を準備

和式の場合 ⇒ 簡易トイレ
凝固・衛生袋を準備



●災害用備蓄倉庫から凝固・衛生袋を持ち出す。
和式の場合は、簡易トイレも必要です。

凝固・衛生袋セット

簡易トイレ



●洋式の場合

①
便座を持ち上げ専用
受けパックをセットし
ます。

②
便座に排泄物処理袋
をセットします。 ③

高分子吸収シートを
セットします。

④
使用後、処理剤を
ふりかけます。

※専用受けパックは一度セットすれば何回も
使用できます。



●和式の場合

① 簡易トイレを災害用
備蓄倉庫から運ぶ。

② 中身を取り出します。 ③

④ 便座を開き、側板を
しっかりはめます。

上枠を持ち上げます。

⑤ 簡易トイレを和式トイレ
の上に設置し、洋式の
場合と同様に、排泄物
処理袋をセットのうえ使
用します。



手順④ 備蓄倉庫からトイレを搬出する

手順⑤ 男女を掲示する

手順⑥ ルールを掲示する

手順⑦ 使用済品入れを設置する

手順⑨ 灯りを設置する

手順① 既設トイレが使用できるか確認する

手順③ トイレの設置場所を確認する

手順② 既設トイレの形式を確認する

手順⑤ トイレを組み立てる



手順③ トイレの設置場所を確認する

トイレは、 付近に設置します。

●確認事項

□ 周囲に危険物がない。（落下物、障害物等）

□ 避難者のスペースと重ならない。

□ 防犯上の危険が少ない。（人目につく所が良い）

□ 避難生活でも使用するため屋内運動場付近が良い。

□ 複数台設置できるスペースがある。



手順③ トイレの設置場所を確認する

手順⑥ 男女表示を設置する

手順⑦ ルール表示を設置する

手順⑧ 使用済品入れを設置する

手順⑨ 灯りを設置する

手順① 既設トイレが使用できるか確認する

手順④ 備蓄倉庫からトイレを搬出する

手順② 既設トイレの形式を確認する

手順⑤ トイレを組み立てる



手順④ 備蓄倉庫からトイレを搬出する

リヤカーを使ってトイレを搬出します。

●搬出するトイレ数

（目安）避難者約50人当たり1基以上 基

トイレは段ボールごと運んだほうが運搬しやすいです。



手順③ トイレの設置場所を確認する

手順⑥ 男女表示を設置する

手順⑦ ルール表示を設置する

手順⑧ 使用済品入れを設置する

手順⑨ 灯りを設置する

手順① 既設トイレが使用できるか確認する

手順⑤ トイレを組み立てる

手順② 既設トイレの形式を確認する

手順④ 備蓄倉庫からトイレを搬出する



手順⑤ トイレを組み立てる

「組み立て手順」を見ながら組み立てましょう。

「組み立て手順」
ＣＯ・Ｍ・Ｅ・Ｔ１

「組み立て手順」
ＣＯ・Ｍ・Ｅ・Ｔ３

「組み立て手順」
車椅子対応トイレ用テ
ント（マルチハウス）



手順③ トイレの設置場所を確認する

手順⑤ トイレを組み立てる

手順⑦ ルールを掲示する

手順⑧ 使用済品入れを設置する

手順⑨ 灯りを設置する

手順① 既設トイレが使用できるか確認する

手順⑥ 男女を掲示する

手順② 既設トイレの形式を確認する

手順④ 備蓄倉庫からトイレを搬出する



手順⑥ 男女を掲示する

見やすい場所に、男女を掲示しましょう。

●男女比を考慮して、掲示数を決めます。

（目安） 女性３０人につき１基 ／ 男性９０人につき１基

３ ： １



手順③ トイレの設置場所を確認する

手順⑤ トイレを組み立てる

手順⑥ 男女を掲示する

手順⑨ 使用済品入れを設置する

手順⑧ 灯りを設置する

手順① 既設トイレが使用できるか確認する

手順⑦ ルールを掲示する

手順② 既設トイレの形式を確認する

手順④ 備蓄倉庫からトイレを搬出する



手順⑦ 使用方法を掲示する

使用方法をわかりやすい場所に貼り出しましょう。

●トイレ扉の内側等に貼りましょう。

色々なところに貼って、使用方法

を周知しましょう。



手順③ トイレの設置場所を確認する

手順⑤ トイレを組み立てる

手順⑥ 男女表示を設置する

手順⑦ ルール表示を設置する

手順⑨ 灯りを設置する

手順① 既設トイレが使用できるか確認する

手順⑧ 使用済品入れを設置する

手順② 既設トイレの形式を確認する

手順④ 備蓄倉庫からトイレを搬出する



手順⑧ 使用済み品入れを設置する

多くの人が過ごす場所では、衛生的な環境を保つ
ことが重要です。

●既存トイレの場合は、出入口近くに養生テープ等で表示と

ごみ袋を設置します。

●簡易組立式トイレの場合は、使用済みＢＯＸを設置してい

ますが、足りない場合は表示とごみ袋をわかりやすい位置

に設置します。

※ごみ袋、養生テープは備蓄倉庫にあります。

表示はこのファイルにあります。 （表 示）



手順③ トイレの設置場所を確認する

手順⑤ トイレを組み立てる

手順⑥ 男女表示を設置する

手順⑦ ルール表示を設置する

手順⑧ 使用済品入れを設置する

手順① 既設トイレが使用できるか確認する

手順⑨ 灯りを設置する

手順② 既設トイレの形式を確認する

手順④ 備蓄倉庫からトイレを搬出する



手順⑨ 灯りを設置する

夜間でも安全に使えるように投光器を設置します。

●屋外にトイレを設置した場合は、投光器を設置します。

投光器は備蓄倉庫内にあります。


